
 

 

消費税率変更に伴う料金改定のお知らせ 

 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

来る2019年10月1日からの消費税法改正に伴い、コスモでんきにつきましても消費税10％

を適用させて頂きます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

 

・「検針期間の始期」が2019年10月1日以降のお客様；消費税率10％ 

 

※電気料金は検針期間によって算出し、地区ごとに始期と終期が異なります。 

国税庁による経過措置として、始期が9月－終期が10月のお客様は消費税率8%が 

適用され、始期が10月以降のお客様より消費税10％が適用となります。 

例）9月16日～10月15日分 ⇒消費税率8％、10月16日～ ⇒消費税率10％ 

 

 

以上 

 

 

 


